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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年８月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２８年８月１７日 １４時３０分ごろ 

発生場所 香川県直島町葛
かずら

島東方沖（直島水道） 

 葛島灯台から真方位０７３°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.２′ 東経１３３°５７.９′） 

事故の概要  プレジャーボートクロダ丸は、北進中、船体が動揺し、同乗者１人

が負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年１０月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート クロダ丸、５トン未満 

 ２７１－３２５６７岡山、個人所有 

 ６.１７ｍ（Lr）×１.９３ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５４.４０kＷ、平成１０年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１８年１０月２０日 

  免許証交付日 平成２７年１１月５日 

         （平成３３年１０月１９日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ８１歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａほか１人（以下「同乗者

Ｂ」という。）を乗せ、直島町直島西方沖での釣りを終えて帰途につ

き、約２０km/hの速力（対地速力、以下同じ。）で北進していた。 

 本船は、同乗者Ａが‘船首部付近に設けられた高さ約０.２ｍのベ

ンチ’（以下「船首部ベンチ」という。）に２枚重ねた座布団上で船尾

方を向いて腰を掛け、同乗者Ｂが操舵区画の壁に寄り掛かるように立

ち、船長が同乗者Ｂと会話をしながら見張りを行い、手動操舵により

航行を続けた。 
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 本船は、船長が、船首方約２０ｍの所に波高約０.５ｍの波を認

め、スロットルレバーを操作して減速したものの、平成２８年８月１

７日１４時３０分ごろ、ほぼ同じ速力で船首部が波頂を乗り越えた

際、上下に動揺した。 

 同乗者Ａは、船首部ベンチから前部甲板に転倒し、声を発した。 

 船長は、同乗者Ａの声で異変に気付き、機関を中立運転とし、同乗

者Ｂと共に同乗者Ａに駆け寄ったところ、同乗者Ａから背中に痛みが

あることを聞いた。 

 本船は、船長が同乗者Ａへの影響を気遣ってゆっくりとした速力で

操船し、同乗者Ｂが同乗者Ａの様子を見守りながら、１５時００分ご

ろ岡山県玉野市宇野港の係留地に戻った。 

 同乗者Ａは、救急車で病院に搬送され、第１２胸椎圧迫骨折と診断

された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 同乗者Ａの

着座位置 参照） 

 その他の事項  船長は、平成２２年ごろから本船を操船しており、本事故発生場所

付近を航行した経験も豊富であった。 

 同乗者Ａは、直島西方沖の釣り場で、船首部ベンチに腰を掛けて釣

りを行った。 

 同乗者Ａは、直島西方沖の釣り場を出発する前、係留地まで３０分

程度なので、そのまま船首部ベンチに腰を掛けて戻ろうと思った。 

 同乗者Ａは、本事故当時、健康状態が良好であった。 

 船長及び同乗者Ｂは、船体が上下に動揺した際、身体が浮くような

感じはなかった。 

 船長及び同乗者２人は、本事故当時、本事故発生場所付近を航行す

る船舶を認めなかった。 

 船長は、本事故発生場所付近の海面にさざ
．．

波がある状況だったの

で、波高約０.５ｍの波に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

 船長及び同乗者２人は、いずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、直島水道を約２０km/hの速力で北進中、船長が、船首方に

波高約０.５ｍの波を認めて減速したものの、同乗者Ａが、船首部ベ

ンチに腰を掛けていたことから、同波を受けて船体が上下に動揺した

際、前部甲板上に転倒して負傷したものと考えられる。 

 同乗者Ａは、釣り場から係留地まで３０分程度で戻れると思ったこ

とから、操舵区画や船尾部に比べて船体動揺が大きい船首部ベンチに

腰を掛けていたものと考えられる。 
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原因  本事故は、本船が、直島水道を約２０km/hの速力で北進中、同乗者

Ａが、船首部ベンチに腰を掛けていたため、波高約０.５ｍの波を受

けて船体が上下に動揺した際、前部甲板上に転倒したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中、波浪等により船体が上下に動揺するおそれがある場合に

は、船体動揺が小さい船体中央より後方にいることが望ましい。 

 ・波浪等により船体が動揺するおそれがある場合には、固定物に掴
つか

まるなどすることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 同乗者Ａの着座位置 
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